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教育を取巻く状況 

  

世界は今、グローバル化や人工知能、情報通信技術などの加速度的

な進展により、これまでの固定観念は根底から覆され、今後の社会の

変化は予想することも困難なものとなっています。今後の社会は、こ

れまでの社会の延長線上にはないものと認識する必要があります。  

 また我が国においては、人口減少や少子・高齢化、労働力の確保や

地域経済の衰退など多くの社会的課題が重なり、閉塞感が漂っていま

す。本市も例外ではありません。これらの課題への対応や解決はこれ

までの考え方や手法では不可能です。これからの地方自治体には、慣

習や常識にとらわれない、新たなビジョンや戦略が求められます。  

 その重要な戦略の柱の一つが、「人づくり」だと考えます。未来を見

据え、自らの人生を切り拓き、よりよく自己実現を果たす力を持つ人

づくりが、直方市の未来を切り拓いていく力となるものと確信します。

そこで、これまでの手法や慣習にとらわれない教育の改革、そのため

の投資が必要になります。  

 21世紀の社会をたくましく生き抜く子どもを育てるための教育環境、

そして子育て環境の充実、また個人がよりよく自己実現を果たすため

の生涯学習社会の構築など、本市の発展に向けた様々な施策を推進す

る必要があると考えています。  

 何もかも新しいことを目指すということではありません。研ぎ澄ま

された感覚で時代の変化を敏感に察知し、変わるべきものと、どのよ

うに時代が変わろうとも変わらないものを見極めることも重要です。  

 そこで、これからの本市の教育の方向性と方針を指し示す「直方市  

教育大綱」を定めました。  

 まず、全体を貫く大きなテーマは「未来を拓く」です。これから大

きく変化し続けていく新しい時代にあって、たくましく生き抜く力を

持つ人づくりを進め、直方市民と直方市の未来を切り拓いていきたい

と考えています。 

 このテーマのもと、「めざす市民像」そして「基本方針」を定めてい

ます。 

そして、この教育大綱が今後実際に取り組む「直方市教育施策」へ

と繋がっていきます。  
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～新しい時代をたくましく生き抜く人づくり～ 

めざす市民像 

 

○主体的に学び続け、創造的な発想で未来を拓く市民  

 

○多様な価値観を尊重し、異なる文化に生きる人たちと協働して未来

を拓く市民  

 

○自立した人間として、自身の可能性を信じ、未来を拓く市民  

 

基本方針 

 

１．時代の変化を見据えた教育への変革と推進  

正解のない問いや自ら設定した課題に挑戦すること、さらには、

学問分野を超えて、知識をさまざまな状況の中で創造的に活用でき

る力を育成する教育を目指します。  

 

２．可能性を引き出し、才能を伸ばす教育の推進  

確かな学力、豊かな人間性、健康な体と体力を育むとともに、個

人の可能性を最大限ひきだす教育を目指します。  

 

３．文化を尊重し、国際性と豊かなコミュニケーション力を育む教育の  

推進 

郷土の歴史と文化に対して誇りと愛着を持つとともに、異なる文

化を尊重する市民を育成します。  

 

４．すべての人の幸せをかなえる教育の推進  

自分の可能性を信じ、夢に向かって一生懸命努力する市民を、温

かく応援する教育を目指します。  

 

５．よりよい自己実現をめざし、生涯学び続ける力を育む教育の推進  

だれもが、いつでも、どこでも学びつづけることができる環境づ

くりを進めます。  

直方市教育大綱  
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教育総務課の主要施策  

 

社会情勢が急激に変化する中にあって、直方市の教育行政、教育実

践の改善・改革を進めていくために、教育委員、事務局職員の能力向

上を図ってまいります。  

学校施設は、子どもたちの学びの場であり、豊かな心と健やかな体

を育成する場であると同時に、地域住民が集い学びあう生涯学習の場

であり、災害時には避難所となるなど、地域コミュニティにとって重

要な施設です。  

子どもたちにとって安全でより良い教育環境づくりとともに、地域

コミュニティの核としての機能を高めるためにも、長期的視点から、

学校施設や調理施設の改善整備・適正な維持管理に努めます。  

学校給食については、成長期にあるすべての児童、生徒の健康保持・

増進と体力の向上のための重要な事業と位置づけ、給食の時間をとお

して、食への関心を高め、食事の重要性、喜びや楽しさを理解するこ

とにより、正しい食生活の習慣化につなげるための食育を推進します。  

 また、地産地消の推進や施設・備品の更新などを見据えた総合的な

学校給食の実施体制について検討してまいります。  

就学援助制度は、コロナ禍による影響が続くなかで、その重要性が

増しています。  

制度の周知、手続きの簡素化などを推進し、すべての子どもたちの

学びを保障してまいります。  

 

 

１ 教育施策の充実  

（１）総合教育会議の運営  

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨を踏まえ

ながら、事務局機能を果たしていきます。 

  ○直方市総合計画、教育大綱と教育施策の調整  

   ○教育大綱の基本方針に基づく施策の点検、評価、改善の実施  

（２）教育委員会の充実  

   教育委員会機能を高め、適切な事務執行管理と教育施策の充実

を進めます。  

○教育委員研修の実施  

○会議の透明化と迅速な公表の推進  

 ○教育に関する情報発信の推進  
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（３）学校規模・通学区域適正化の推進  

   令和３年度総合教育会議での議論を踏まえ、将来を見据えた学

校の規模、通学区域の適正化についての検討を進めます。  

   庁内の検討委員会事務局として、関係部署、関係機関との連絡・

調整を行います。  

（４）学校事務の効率化とＤＸの推進  

共同学校事務室とともに、経理をはじめとする学校事務の効率  

化、学校徴収金納付の利便性向上を図ります。  

   また、学校施設の使用許可や就学援助、学校災害共済給付金等  

の申請手続きのオンライン対応を推進します。  

 

 

２ 教育環境の整備・充実  

（１）学校施設の整備・充実  

  老朽化した学校施設の改善整備とともに、災害時の避難所とし

ての機能強化を図ります。  

○防災機能強化事業、屋上防水改修工事  

   ・校舎外壁改修及び屋上防水改修工事（福地小）  

○トイレ快適化事業  

   ・トイレ改修（直方西小・二中）  

  ○老朽化した学校施設の修繕工事の推進  

   ・特に児童生徒に危険を及ぼす可能性の箇所を中心に整備  

  〇学校用務員による修繕体制の確立  

（２）学校規模適正化を見据えた学校施設（給食調理施設含む）整備

方針の策定  

   既存長寿命化計画、学校給食の提供方法と施設整備、学童保育

所の配置も考慮して、整備方針を検討します。  

 

       

３ 食育の推進  

（１）安全・安心な給食提供  

食中毒や異物混入を防止するとともに、計画的な給食施設及び

設備の更新を進めます。  

○調理従事職員の衛生管理と食物検査の徹底  

○計画的な給食備品の点検と更新  

（２）食育の推進  

   食習慣の改善と健康な体づくりに取り組む子どもの育成を目指

した食育を推進します。  
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   ○調理員研修会による調理技術の向上の推進  

○地元産食材の確保・使用の推進（地産地消推進）  

   ○小中学校の連携した食育推進  

（３）小学校給食費の徴収  

   ○口座振替、納付書によるコンビニ収納、電子決済といった多

様な支払方法による保護者の利便性向上。  

   ○児童手当からの引去りにより、給食費の滞納を防止する。  

   〇高額滞納者への法的措置の実施  

（４）中学校給食提供方法の変更  

中学校給食については、令和４年度の２学期から、全員喫食、  

食缶方式にて実施します。  

 ○チェック体制確立によるアレルギー対応の確実な実施  

○各中学校や調理委託事業者との情報共有と密接な連携  

○生徒・保護者への丁寧な周知  

〇食材業者の適切な選定・購入  

○給食費システムの変更と給食費の公会計化  

○給食費の滞納防止と高額滞納者への法的措置の実施  

 

 

４ 就学支援の実施（就学援助）  

（１）義務教育の円滑な実施  

経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保

護者に対して就学に必要な費用の援助を行います。  

○学用品費及び通学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅

行費、社会見学旅行費、自然教室費、ふれあい学級宿泊訓練

費、学校給食費、医療費、通学費について支給  

○チラシ配布、ホームページ・市報掲載等、就学援助制度の対

象者への周知の徹底  
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学校教育課の主要施策  

 

 全国学力・学習状況調査、福岡県学力調査及び標準学力調査の結果

を見ると、課題であった思考力・判断力・表現力において上昇がみら

れ、目標としている全国及び県平均の数値に近づきつつある。しかし、

学校、学年による学力較差、個人較差、さらに学力以外にも、不登校

の増加、規範意識や体力の低下等の課題が見られます。  

 そこで、教育目標「未来を拓き、心豊かでたくましく生きる子ども

の育成」に向けて、本年度も確かな学力の育成を最重要課題と位置づ

け、それを支える豊かな人間性の育成と体力の向上を目指した教育を

推進します。そのために、学力や体力の実態、学習状況などを分析し、

その課題解決に向けた具体的な取組を進めます。  

   

１ 確かな学力の育成（学力の向上）   

（１）授業改善  

   基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付け、思考力・判断力・

表現力を持つ子どもを育成するための授業改善を推進します。  

   〇「のおがた授業モデル」を活用した取組の充実  

○「直方市ふくおか学力アップ推進事業」の充実  

〇習熟度別少人数指導や補充学習の充実  

○言語活動の充実や問題解決的な学習活動等の推進  

（２）基礎学力の定着、補充学習等の推進  

   基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるための支援環境

を整備します。  

〇帯時間等を活用した取組の充実  

(基礎基本の定着、小学校における徹底反復学習の推進 ) 

○学習支援員の配置による補充学習の充実  

○日常的・継続的な読書活動の推進  

○図書館教育支援員の配置  

〇市立図書館と連携して行う「小学生子ども読書リーダー研修」 

（３）グローバル化に対応した教育の推進  

   子どもの英語でのコミュニケーション能力を育成するため、英

語教育に対応した指導体制の整備、発表や体験の場を設定します。 

○外国語科の指導力を高める英語教育研修会の実施  

○外国語指導助手の配置と活用促進  

○「小学生英語ひろば」の実施  

○「直方市英語発表会」の実施  
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〇中学校全学年での英検 IBA の実施  

〇小学校 6 年生でのオンライン英会話の実施  

（４）ＩＣＴを活用した教育活動の推進  

   １人１台端末を活用した授業及び家庭学習の充実を図ります。  

○教科指導における、デジタル教科書等アプリケーションの活  

用の促進  

   〇学習支援ソフト及びシンキングツールの活用の推進  

○プログラミング教育の推進  

○ＩＣＴ活用支援員の配置  

〇ＩＣＴ機器の活用研修の実施  

 

２ 豊かな心の育成  

（１）道徳科の授業改善  

子ども自ら考え、議論する授業への改善・充実を図ります。  

○道徳教育推進教員の養成と道徳教育の充実  

○道徳科学習指導の充実  

（２）体験活動等の推進  

自然体験活動、地域の歴史や文化に学ぶ活動などを通して心の

教育の充実を図ります。  

○自然や職業、文化、芸術等に関わる体験活動の推進  

   （自然教室、石炭記念館・汽車クラブ見学、髙取焼体験学習等） 

（３）人権教育の推進  

人権尊重の精神の育成及び学力と進路の保障を目指して、学校

教育全体を通して人権教育を推進します。  

   ○直方市中学校ブロック人権教育推進事業の推進  

   ○「福岡県人権教育推進プラン」の活用促進  

   ○人権教育学習教材集「あおぞら」「あおぞら２」、同和教育副

読本「かがやき」の効果的な活用推進  

（４）いじめや不登校の対応  

いじめ、不登校の未然防止、早期発見・早期対応、継続支援の

ための体制整備と、一人一人に応じたきめ細かな指導や相談等が

実施できるよう環境整備に努めます。  

○「直方市いじめ防止基本方針」及び「学校いじめ防止基本方

針」に基づく指導及び対応の徹底  

○不登校兆候等、配慮を要する児童生徒の情報収集及び連絡調

整、指導・助言  

○行政機関や教育機関との連携  

○直方市学校適応指導教室（フレンズ）の運営  
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○スクールカウンセラーの活用促進  

○生徒指導主事・生徒指導担当者研修会の実施  

（５）キャリア教育の推進  

子どもの発達段階に応じた勤労観・職業観を育み、自立した生

き方を考え､進路実現のための支援体制を整備します。  

○小中学校における職業学習（夢授業等）実施のため、地域、

企業、関係機関、団体の関係者等との連携強化  

○中学校職場体験活動（１４才チャレンジウィーク）の支援  

○キャリアパスポートの活用の支援  

 

３ 健やかな体の育成  

（１）運動やスポーツをする習慣を定着させる取組  

     運動に慣れ親しみ、体力や運動能力を向上させる教育活動を推

進します。  

○新体力テストの実施  

(小・中学校、高等学校連携授業による取組の充実 ) 

○「体力向上プラン」の取組の促進  

○スポコン広場等の積極的活用  

○中学校部活動の運営支援及び外部指導者の派遣  

（２）健康教育・安全教育の推進  

生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるよう、食育

や薬物乱用防止教育等の健康教育を推進します。  

○栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭等と連携して行う食育の

推進  

○規範意識育成のための指導の充実（薬物乱用防止、ネットモ  

ラル育成等）  

○安全教育・防災教育の実施（交通安全、救急救命、火災対応  

地震対応、事故対応等）  

○救急救命講習会の実施  

 

４ 特別支援教育の充実  

（１）連続性のある多様な学びの場における教育の充実  

     特別な支援を必要とする児童生徒の自立と社会参加を目指し、

一貫した継続性のある指導・支援の充実を図ります。  

○発達障がい児等教育支援事業の実施  

    （市配置臨床心理士による巡回教育相談、理解・啓発を図るパ

ンフレット等の配布）  

○家庭及び福祉機関との連携の強化  
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（２）就学前における支援の充実  

幼児の実態と教育的ニーズに対して、適切な学習環境を提供す  

るための支援に努めます。  

○就学に向けた相談活動・支援の充実  

○保育園・幼稚園・児童発達支援センター等への訪問実施  

（３）安全・安心かつ効果的に学べる環境整備  

特別な支援を必要とする児童生徒が安全・安心かつ効果的に学

べる教育環境の整備を推進します。  

○特別な支援を要する児童生徒の実態に対応した合理的配慮の  

提供  

○特別支援教育支援員の配置  

○通級指導教室の充実  

（４）専門性の向上と支援体制の整備・充実  

特別な支援を必要とする児童生徒の教育的ニーズに応じた指  

導・支援を行うため、教職員の専門性向上と組織体制の整備を図  

ります。  

○特別支援教育研修会（対象：担任、コーディネーター、特別

支援教育支援員）の実施  

○特別支援教育担当者研修会の開催  

 

５ 信頼される学校づくり  

（１）教職員研修の改善・充実  

学校の教育力を高めるために、教職員の資質や指導力を高める  

研修や支援体制の充実に努めます。  

    ○小中一貫教育推進のための研修会の充実  

   ○教育委員会指定研究委嘱校への指導・支援  

    ○防災意識の向上にかかる研修会の実施  

○管理職研修会、各種担当者研修会の充実  

    ○多種研修会への参加奨励と指導・支援  

    ○「直方市小中学校教科等研究会」及び「自主的研修」の支援  

    ○教育論文・実践記録の応募奨励と継続的な指導・支援  

    ○教育研究所研究員に対する継続的な研究支援  

    ○教職員の資質能力の向上を図る人事評価制度の活用促進  

（２）学校運営・評価システムの充実  

学校評議員制度や学校評価の充実を図り学校運営の改善を推進  

します。 

○学校評議員制度の充実及び学校の「自己評価」「関係者評価」 
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の公表・報告の推進  

 ○学校評価を活用した保護者や地域の信頼に応える学校づくり

の推進  

    ○人事評価制度に基づく計画的な人材育成の推進  

（３）学校・家庭・地域の連携強化   

高齢者や地域住民等を活用した教育活動の充実を図るとともに、 

地域とともにある学校づくりに努めます。  

     ○「ふれあい交流事業」や地域住民等を活用した学習指導の支  

    援  

     ○地域人材や学生を活用した教育活動や補充学習の拡充  

     ○「早寝・早起き・朝ごはん運動」等の生活習慣の確立に向け

た取組の充実  

   ○PTA と連携・協働した、携帯電話・スマートフォン等への対  

    策強化 (携帯電話・スマートフォン使用のルールづくり等 ) 

○開かれた学校づくりを目指す「特色ある教育活動」の推進  

〇小学校「放課後学習」の実施  

○教育委員会だより「直方の教育」の発行  

 ○コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進  

（４）学校危機管理の徹底  

児童生徒の安全教育の充実と教職員の危機管理対応能力の向上 

を図るとともに、地域や関係機関・団体との連携を密にした安全  

対策を推進します。  

     ○児童生徒の安全にかかる事件・事故等の情報提供  

     ○関係機関（警察、消防署、庁内関係各課）や地域団体等との  

連携強化  

   ○「学校危機管理マニュアル」の具体化と職員への浸透・徹底  

   ○学校事故の対応に関する実効性のある訓練の実施  

     ○通学路の安全点検及び整備促進  

   〇感染症対策の浸透・徹底  
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こども育成課の主要施策  

 

乳幼児期において、家庭と保育所・幼稚園等が一体となって子ども

の育ちに関わっていくことが、生涯にわたって社会性の発達や幸福の

実現に深く影響します。しかし、家族や地域のつながりが希薄化する

中で、子育てに不安や悩みを持つ親が増加する一方で、家庭や地域の

育児能力は低下し続けています。  

令和 3 年度は令和 2 年度に引き続いて新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に努めながら事業を行いました。新型コロナウイルス感

染症が長期化する中での子育て世帯への臨時特別給付金の支給を実施

し経済支援を担いました。また、組織改編により幼児教育推進係が新

設されたことに伴ってこれまでの事業の見直しを行いました。令和 4

年度は老朽化した保育所施設の改修を行い乳幼児の保育環境の整備を

実施します。また保育所及び学童保育所の DX を推進し、保育者が子育

てに注力できる環境を整えていきます。  

 

１ 幼児教育の充実  

  幼児期から引き続いて学齢期に向けて一貫して対応し、子どもの

能力、可能性を最大限に伸ばすための幼児教育を充実させ、保育関

連施設の整備を推進していきます。  

  

〇 保育関連施設の整備  

〇 保育所等の ICT の推進事業の実施 

〇 保育所等への電子申請の導入  

〇 幼稚園協会、保育協会及び関係機関の幼児教育研修の実施  

〇 保・幼・小が連携した教育プログラムの検討  

〇 保育所、幼稚園、認定こども園の合同就職説明会の実施  

〇 保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談  

 

2 発達支援の充実  

発達に支援が必要な子どもを乳幼児期から学齢期まで一貫して

支援を行い児童の自立と社会の支援を推進します。  

〇 保・幼・小・中・高が連携した就学相談体制づくり  

〇 発達に特別な支援を必要とする子ども、家庭の支援体制充実  

〇 保育所、幼稚園、認定こども園への巡回相談  
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3 子ども・家庭支援の充実  

幼児期から引き続いて学齢期に向けて一貫して対応し、子どもの

能力、可能性を最大限に伸ばすための幼児教育の充実、学童保育施

設の整備を検討します。  

〇 子育て情報の周知 

○   子育て支援事業や保育所などの利用にあたっての支援  

○ 地域子育て支援センターでの多世代交流の推進  

〇 地域子育て支援センターの商店街への移転  

 〇 3 歳児を対象とした絵本配布事業の実施  

〇 幼少期における社会性発達基盤の確立のための親を対象とした

研修の実施 

〇 学童クラブ施設の整備  
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文化・スポーツ推進課の主要施策  

 

ライフスタイルの変化や価値観の多様化が進み、心の豊かさや生き

がいのための学習需要は増大してきています。また、核家族化や少子

化の進行などにより、地域コミュニティの希薄化や異なる年代との交

流の機会が減少しています。  

こうした状況を受け、社会教育においては、市民の誰もが自主的、

主体的な「学び」を通して「仲間づくり」や「社会参加」、「世代間の

交流」を実践できる地域社会を確立し、それぞれのライフステージに

応じた心の豊かさを実感できる環境づくりを推進します。  

そのため、市民ニーズに対応したあらゆる世代への学習機会の提供

に努めるとともに、社会教育関係団体等への育成支援と連携を強化し、

スポーツ活動、文化芸術活動の活性化を目指します。  

また、郷土の歴史や地域の伝統文化に誇りや愛着を持つ機会を充実

し、文化財の保護と保存整備に努めます。  

そして、地域や学校、様々な団体との連携により、健やかで豊かな

人間性や志を持ち、たくましく生き抜く力を備えた青少年の育成や性

別や年齢などにとらわれず、誰もが社会のあらゆる活動に参画でき、

自分の個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。 

1 社会教育活動の充実  ※ 1 と４を統合  

市民ニーズの高い講座の提供や、そこで学んだ成果を地域活動に

活かすためのしくみづくりに努めます。また、社会教育団体の自発

的学習活動の活性化や継続に向けた育成支援を図るとともに、団体

等との連携に努めます。  

○  中央公民館主催講座の充実  

○  地域の社会教育活動の推進  

○  社会教育団体に対する活動の支援  

２ 文化施策の振興  

市民が生涯にわたって、文化芸術に触れ、楽しみ、活動できる機

会の充実を図ります。  

○  指定管理者と連携した魅力的な文化施設の活用と運営  

○  文化施設間の連携強化  

○  市民文化祭の活性化等、市民の文化活動の充実  
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３ スポーツの振興  

誰でもスポーツに取り組める環境づくりを推進するため、各種団

体や地域と協調してまいります。  

○  スポーツ推進委員や各団体及び庁内関係課と連携した市民のス

ポーツ活動促進  

○  市民の誰もがスポーツに参加できる環境づくりのため、地域と

スポーツ推進委員が連携をとれる体制づくりの推進  

4 青少年の健全育成と交流体験活動事業の充実  

地域等と一体となって、青少年の社会参加や交流活動を推進し、

多様な人間関係を形成する機会の充実を図ります。  

○  青少年育成市民会議や地域、・学校、・家庭との連携及び各種事

業の推進  

○  青少年の体験活動・世代間交流事業の実施  

○  子どもの才能の芽を育む事業の実施  

5 文化財の保護と学習機会の充実  

文化財の保護と保存整備に努め、これらを有効活用し、郷土の歴  

史を学ぶ機会の充実と市民の郷土を愛する気持ちを育てます。  

○  国指定史跡筑豊炭田遺跡群の保存整備に向けた取り組みの推進  

○  郷土資料室の常設展の充実及び企画展の開催  

○  故郷の歴史と文化財に関する学習機会の充実  

6 男女共同参画社会の実現に向けた取り組みの推進  

誰もが自立し共同参画する環境づくりのため、様々な情報媒体や

機会を活用した情報提供の充実や、事業者及び次代を担う若年層（子

ども、子育て世代）等における学習機会の充実を図り意識啓発に努

めます。  

○  就学児検診や乳幼児健診等を活用した若年層の現状やニーズ等

の把握及びそれらに基づく新たな講座等の企画やツールを活用

した啓発活動 

○  既存の施策や新たな施策に関する情報提供について、対象者に

届く発信・配信の充実 

○  小中学校におけるジェンダー教育の推進 

 



 

議案第 39号 

 

 

 

 

 

直方市文化財等に関する有識者委員会委員の委嘱について 

 

 

 

 

直方市文化財等に関する有識者委員会委員の委嘱について、別紙のとお

り提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 4年 3月 15日 

           直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第2条第10号の規定により提案するもの

である。 

 

 

資料 2 



直方市文化財等に関する有識者委員会委員の委嘱について 

（長谷川委員 委嘱） 

 

直方市文化財等に関する有識者委員会は、直方市附属機関設置条例第 2 条の

規定により設置されている附属機関で、「直方市内に所在する国・県指定文化財

及び国登録文化財の保存、活用、整備等に関する重要事項についての調査及び審

議に関すること。」を職務としています。当該委員会委員の委嘱につきましては、

令和 3 年 8 月 5 日の定例教育委員会で議決をいただき、同年 9 月 15 日付で 5 名

の委員に委嘱を行ったところですが、長谷川直司（はせがわ なおし）委員につ

きましては、勤務する国土交通省 国土技術政策総合研究所の要請により、単年

度ごとの委嘱を求められてるため、任期は本年 3 月 31 日までとなっています。

長谷川委員は、煉瓦造の文化財建造物に大変造詣が深く、令和 4 年度も、引き続

き国史跡筑豊炭田遺跡群・救護練習所模擬坑道の整備基本設計についてご審議

いただくため、直方市文化財等に関する有識者委員会の委員としてご参画いた

だくため、提案するものです。 



氏　　名 役　職　等 備　　考 任期

長 谷 川  直 司
国土交通省　国土技術政策総合研究所
住宅計画研究室　研究官　シニアフェロー 専門家

令和4年4月1日
～令和5年3月31日

ただし、上記任期にかかわらず、直方市文化財等に関する有識者委員会規則第2条に
定める教育委員会に対する報告が終了したときは、同規則第4条第3項の規定により、
解任されるものとする。

※長谷川委員については、勤務先の国土技術政策総合研究所より、単年度ごとの委嘱を
要請されているため上記の任期にかかわらず1年とする。

　任期：2年（委嘱日から2年）

直方市文化財等に関する有識者委員会名簿（案）

資料2



 

 

 

議案第 40号 

 

 

 

 

  直方市教育委員会における直方市情報通信技術を活用した 

行政の推進に関する条例施行規則の制定について 

 

 

 

直方市教育委員会における直方市情報通信技術を活用した行政の推進

に関する条例施行規則の制定について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和 4年 3月 15日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第 2条第 2号の規定により提案するもの

である。 

資料 3 



直方市教育委員会における直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関

する条例施行規則  

 

直方市教育委員会における直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する

条例（令和4年直方市条例第〇〇号）の施行については、直方市情報通信技術を活

用した行政の推進に関する条例施行規則（令和 4年直方市規則第〇〇号）の例によ

る。 

 

附 則 

この規則は、直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行の

日から施行する。  

 



直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則  

 

（趣旨） 

第1条 この規則は、直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令

和4年直方市条例第○○号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。  

（定義） 

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。  

ア 市長又は市長に置かれる機関  

イ アに掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行

使することを認められた職員  

ウ 市の公の施設を管理する指定管理者（地方自治法（昭和 22年法律第67号）

第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。）  

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12年法律第102号）

第2条第1項に規定する電子署名をいう。  

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものである

ことを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを

証明するために作成する電磁的記録をいう。  

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例の例

による。 

（申請等に係る電子情報処理組織）  

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使

用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市

長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた

ものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。  

（電子情報処理組織による申請等）  

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申

請等を行う者は、市長等が別に定めるところにより、当該市長等が指定する電

子計算機に備えられたファイルに記録すべき又は当該申請等を書面等により行

うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、



申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければ

ならない。 

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、

当該電子署名に係る電子証明書（市長等の使用に係る電子計算機から認証でき

るものに限る。）であって、次の各号のいずれかに掲げるものと併せてこれを

送信しなければならない。ただし、市長等が別に定める方法により当該申請等

を行った者を確認するための措置を講じるときは、この限りでない。  

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成14年法律第153号）第3条第1項に規定する署名用電子証明書  

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作

成した電子証明書（電子署名及び認証業務に関する法律施行規則（平成 13年

総務省・法務省・経済産業省令第2号）第4条第1号に規定する電子証明書をい

う。） 

(3) 商業登記法（昭和38年法律第125号）第12条の2第1項及び第3項の規定に基

づき登記官が作成した電子証明書  

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が別に定める電子証明書  

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で

定めるものは、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第27

号）第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。）の利用、申請等に係る情

報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送

信する措置又は前項ただし書に規定する措置をいう。  

4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等（副本又は写しを正本と併せて必要

とするものを含む。）について第 1項の規定により当該書面等のうち 1通に記載

すべき又は記載されている事項を入力した場合は、他の同一内容の書面等に記

載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。  

5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等

により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書

面等の提出を省略させることができる。  

（情報通信技術による使用料及び手数料の納付）  

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、前条第 1項の規定により

行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。  



（申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は

著しく不適当と認められる部分がある場合） 

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市

長等が認める場合  

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある

と市長等が認める場合  

（処分通知等に係る電子情報処理組織）  

第7条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使

用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって

当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を

備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。  

（電子情報処理組織による処分通知等）  

第8条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法

により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記

載すべきこととされている事項を、市長等が別に定めるところにより、市長等

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。  

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で

定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る

電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する措置又は市長等が別に定める方法により当該処分通知

等を行った市長等を確認するための措置をいう。  

（処分通知等を受ける旨の表示の方式）  

第9条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げ

るいずれかの方式とする。  

(1) 第7条に規定する電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号

の入力 

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望

する旨の市長等が別に定めるところによる届出  

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が別に定める方式  

（処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難

又は著しく不適当と認められる部分がある場合）  



第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があ

ると市長等が認める場合  

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものが

あると市長等が認める場合  

（電磁的記録による縦覧等） 

第11条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事

項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該縦覧等に係る

事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計

算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した

書類による方法により縦覧等を行うものとする。  

（電磁的記録による作成等）  

第12条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う

ときは、当該作成等に係る事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法又は磁気ディスク（これに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）をもって調製する方法

により作成等を行うものとする。  

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で

定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子

証明書を添付する措置又は市長等が別に定める方法により当該作成等を行った

市長等を確認するための措置をいう。  

（適用除外） 

第13条 条例第7条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる手続とする。 

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があ

ると市長が認める手続等  

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があ

ると市長が認める手続等  

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める手続

等 

（添付書面等の省略）  

第14条 条例第8条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活



用した行政の推進等に関する法律施行令（平成 15年政令第27号）第5条に規定す

るもののほか、市長等が別に定めるものとする。  

（規定外の事項）  

第15条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な

事項は、市長が別に定める。  

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 



 

 

 

議案第 41号 

 

 

 

 

直方市立学校再編推進委員会設置要綱を廃止する告示について 

 

 

 

直方市立学校再編推進委員会設置要綱を廃止する告示について、別紙の

とおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和４年３月１５日 

           直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司 

 

 

 

提案理由 

 直方市教育委員会事務委任規則第２条第２号の規定により提案するもの

である。 
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直方市立学校再編推進委員会設置要綱を廃止する告示  

 

直方市立学校再編推進委員会設置要綱（平成 26年直方市教育委員会庁達第2号）

は、廃止する。 

 

附 則 

この教育委員会庁達は、公布の日から施行する。  

 



- 1 - 

 

令和４年３月定例会一般質問        

 

１．紫村 博之 議員（１３番）一問一答 

１．パートナーシップ宣誓制度について 

 

２．澄田 和昭 議員（１１番）一問一答 

１．安心して子どもを出産できる直方市独自の助成制度（新設）について 

２．老朽化するスポーツ施設の今後の新設改築の方針について  

 

３．三根 広次 議員（２番）一問一答 

１．「デジタル田園都市国家構想」について 

 

４．篠原 正之 議員（３番）一問一答 

１．食を支える農業（農家）への市の施策と今後の取り組みについて 

 

５．安永 浩之 議員（１番）一問一答 

１．家庭と学校をつなぐ小中学校のオンライン授業について 

２．市庁舎内のＩＣＴ化について 

３．災害救助におけるドローン活用について 

 

６．森本 裕次 議員（４番）一問一答 

１．コロナ禍におけるイオンモール直方の活用について 

 

７．渡辺 幸一 議員（５番）一問一答 

１．今後の市政運営について 

２．高校入試をはじめとする今後の新型コロナウイルス対策について 

 

８．髙宮 誠 議員（１２番）一問一答 

１．子育て応援リユース協働事業「りちゃいけ」について 

２．「直方市観光基本計画（案）」について 

 

９．村田 明子 議員（１７番）一問一答 

１．直方・鞍手新産業団地の進捗状況とその周辺整備について 

 

10．那須 和也 議員（９番）一問一答 

１．コロナ禍での医療と公衆衛生について 

２．市区町村による自衛隊への住民基本台帳情報提供について 
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11．渡辺 和幸 議員（１０番）一問一答 

１．気候危機打開にむけた直方市の取り組みと課題について 

２．ジェンダー平等推進と「のおがた男女共同参画プラン」について 

 

12．渡辺 克也 議員（１５番）一問一答 

１．「直方市観光基本計画（案）」について 

 

13．野下 昭宣 議員（７番）一問一答 

１．市長の政治姿勢全般について① 

２．市長の政治姿勢全般について② 

 

14．矢野 富士雄 議員（１６番）一問一答 

１．ヤングケアラー問題について 

２．離婚後のひとり親家庭養育費未払い問題について 

３．直方駅前へのスーパー誘致について 

 



○ ３月定例市議会一般質問について 

 

(1) 澄田 和昭 議員 

〇老朽化するスポーツ施設の今後の新設改築の方針・・・・文スポ 

 

体育施設の整備の必要性は認識しており、社会教育施設全体の今後の施設の在り方につい

て、庁内での検討会議を始めている。体育館建て替えについては、場所の選定、財源の確保、

体制整備などの課題がある。今後、適正な維持管理に努めながら、総合的に検討していきた

い。 

 

(2) 安永 浩之 議員 

〇家庭と学校をつなぐ小中学校のオンライン授業について・・・・学校教育 

 

小中学生一人一台のタブレットが整備され、学校や家庭での活用が進んでいる。家庭での

オンライン授業実施については、学校の臨時休業、学年閉鎖等が長期に渡り、年間の指導計

画等に影響を及ぼす可能性があると判断される場合を基本として、学校と連携して進めてい

きたい。 

 

(3) 渡辺 幸一 議員 

〇高校入試をはじめとする今後の新型コロナウイルス対策について・・・・学校教育 

 

今年度の県立高校の入学試験も、昨年度同様に新型コロナウイルス感染症にり患している

人や濃厚接触者等に対して、本試験に準じて行われる追試験や面接・作文等の追試験選抜を

実施して、受験機会の確保が図られる。小中学校の卒業式は昨年度と同じように縮小して挙

行される。 

 

(4)髙宮 誠 議員 

〇子育て応援リユース協働事業「りちゃいけ」について・・・・・ こども育成 

 

りちゃいけ事業については、提供する品物の衛生面や安全性を担保することが困難である

ことなどの課題を解決し、子育て支援にもっと効果的な事業へ見直すとして、令和４年度か

ら、子育て物品を持ち寄り、交換する事業へ変更する。子育て世帯等の交流が活発になるこ

とを期待している。 

 

 

 

 



 

(5) 渡辺 和幸 議員 

〇ジェンダー平等推進と「のおがた男女共同参画プラン」について・・・・文・スポ 

 

令和５年度からの第３次のおがた男女共同参画後期プラン策定においては、ＳＤＧｓに沿

ったジェンダー平等やコロナによる影響を踏まえた男女共同参画の取り組みを推進する具体

的な事業を盛り込み、性別に関わりなく個性や能力を十分に発揮し、自分らしく暮らせるま

ちを目指す計画とする。 

 

(6) 矢野 富士雄 議員 

〇ヤングケアラー問題について・・・・・学校教育 

 

ヤングケアラーは法令上の定義がなく、把握することも困難であるが、不登校や学校生活に

支障が出ている子供については、学校と市の福祉部門等が連携し、要保護児童対策地域協議

会で情報共有や支援方法を検討しており、家庭訪問やスクールカウンセラーとも協力して個

別に対応している。 

 



 

 

直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱（平成28年直方市告示第

228号）の一部を次のように改正する。 

附則第2項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。 

様式第4号を次のように改める。 
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様式第4号（第7条関係） 

 

 第     号 

年  月  日 

 

 様     

   

                  直方市長          

 

                        

直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付決定（却下）通知書 

 

   年   月   日付で申請のあった直方市男女共同参画「市民企画講座」

補助金については、下記のとおり交付決定（却下）することに決定しましたので

通知します。 

 

                記 

  

１ 補助金額       金           円 

 

 

２ 却下の理由 

 



様式第8号を次のように改める。 



様式第8号（第10条関係） 

 第     号 

   年  月  日 

 様 

  直方市長          

直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付額確定通知書 

   年   月   日付で交付決定通知をした直方市男女共同参画「市民企

画講座」補助金について、交付額の確定をしたので、直方市男女共同参画「市民

企画講座」補助金交付要綱第10条の規定により、下記のとおり通知します。 

                記 

１ 交付決定額  金        円 

２ 交付確定額  金        円 

 



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日 限り、その効力を失う。 2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。 

様式第4号(第7条関係) 様式第4号(第7条関係) 

省略 省略 

様式第8号(第10条関係) 様式第8号(第10条関係) 

省略 省略 

 



 

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱（平成31年直方市告示第110号）

の一部を次のように改正する。 

附則第2項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。 

様式第1を次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係） 

年  月  日   

 

   直方市長 様 

申 請 者           

住所             

氏名               

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金交付申請書 

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱第４条の規定に基づき、下記

研修の補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

  

１ 研修等の名称 

 

２ 研修等の主催者 

 

３ 研修等の目的及び内容 

 

４ 研修等の開催日 

          年  月  日から  年  月  日まで（  日間） 

 

５ 交付を受けようとする補助金の額 

       金         円（補助対象経費の  ％） 

 

６ 添 付 書 類 

  (１) 研修等参加申込書の写し 

(２) 補助対象経費の額が確認できる書類 

  (３) そ の 他 

 以上 



様式第3から様式第5までを次のように改める。 



様式第３号（第６条関係） 

年  月  日   

 

   直方市長 様 

申 請 者            

住所              

氏名             

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金実績報告書 

 

年 月 日付け   第   号で   年度直方市男女共同参画研修等

参加補助金の交付の決定を受けた研修等実績について、直方市男女共同参画研修

等参加補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

１ 補助決定研修等の名称 

 

２ 補助決定研修等の実施期間 

         年  月  日から  年  月  日まで（  日間） 

 

３ 補助金の額 

交付決定額    円 

精 算 額    円 

不 用 額    円 

 

４ 添付書類 

  (１) 研修の申込書の写し等補助決定研修等に参加したことが確認できる書類 

  (２) 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類 

  (３) その他書類（写真等） 

以上 



様式第４号（第７条関係） 

年  月  日   

 

        様 

 

     

直方市長            

 

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金交付額確定通知書 

 

年  月  日付け   第   号により決定通知をした   年度直

方市男女共同参画研修等参加補助金について、交付額の確定をしたので、直方市

男女共同参画研修等参加補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり通知

します。 

 

記 

 

１ 交付決定額            円 

 

２ 交付確定額            円 

 

 

以上 

 



様式第５号（第８条関係） 

年  月  日   

 

直方市長 様 

 

申 請 者            

住所               

氏名              

 

 

直方市男女共同参画研修等参加補助金請求書 

 

年  月  日付け   第   号をもって交付額確定通知のあった

補助金につきまして、直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱第８条の

規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交 付 額                 円 

２ 振 込 先  

金融機関名  

本・支店名  

口座種別 普 通 ・ 当 座 

口座番号  

フリガナ 

口座名義 

 

 

以上 



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



直方市男女共同参画研修等参加補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日 限り、その効力を失う。 2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。 

様式第1(第4条関係) 様式第1(第4条関係) 

省略 省略 

様式第3(第6条関係) 様式第3(第6条関係) 

省略 省略 

様式第4(第7条関係) 様式第4(第7条関係) 

省略 省略 

様式第5(第8条関係) 様式第5(第8条関係) 

省略 省略 

 



 

 

直方市アンビシャス活動助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市アンビシャス活動助成金交付要綱（平成14年直方市告示第87号）の一部

を次のように改正する。 

第7条の見出し中「変更等」を「中止」に改め、同条中「助成事業の内容若しく

は助成事業に要する経費の配分を変更し、又は」及び「若しくは廃止し」を削り、

「直方市アンビシャス活動助成金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第3号）」

を「直方市アンビシャス活動助成金中止承認申請書（様式第3号）」に改め、同条

ただし書を削る。 

附則第2項中「平成34年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める。 
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様式第1号から様式第5号までを次のように改める。 

様式第1号（第5条関係） 

 



 



 



様式第2号（第6条関係） 

 



様式第3号（第7条関係） 

 



様式第4号（第9条関係） 

 



 



 



様式第5号（第10条関係） 

 



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



直方市アンビシャス活動助成金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(助成事業の中止  ) (助成事業の変更等) 

第7条 前条の交付決定通知を受けた助成対象団体の代表者(以下

「助成事業者」という。)は、                              

                                助成事業を中止し        

      ようとする場合には、直方市アンビシャス活動助成金中

止承認申請書(様式第3号)            を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。                               

                                                        

                                                        

                  

第7条 前条の交付決定通知を受けた助成対象団体の代表者(以下

「助成事業者」という。)は、助成事業の内容若しくは助成事業

に要する経費の配分を変更し、又は助成事業を中止し若しくは

廃止しようとする場合には、直方市アンビシャス活動助成金変

更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、助成対象経費の各経費に

配分している金額の20パーセントを超えない金額の変更その他

の事業の遂行に影響を及ぼさない程度の軽微な変更について

は、この限りでない。 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和5年3月31日 限り、その効力を失う。 2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。 

様式第1号(第5条関係) 様式第1号(第5条関係) 

省略 省略 

様式第2号(第6条関係) 様式第2号(第6条関係) 

省略 省略 

様式第3号(第7条関係) 様式第3号(第7条関係) 

省略 省略 

様式第4号(第9条関係) 様式第4号(第9条関係) 

省略 省略 

様式第5号(第10条関係) 様式第5号(第10条関係) 

省略 省略 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



 

 

直方市文化財保護事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市文化財保護事業補助金交付要綱（平成28年直方市告示第226号）の一部を

次のように改正する。 

附則第2項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。 
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様式第1号を次のように改める。 

 



様式第3号から様式第5号までを次のように改める。 

 



 





附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



直方市文化財保護事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日 限り、その効力を失う。 2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。 

様式第1号(第5条関係) 様式第1号(第5条関係) 

省略 省略 

様式第3号(第7条関係) 様式第3号(第7条関係) 

省略 省略 

様式第4号(第8条関係) 様式第4号(第8条関係) 

省略 省略 

様式第5号(第9条関係) 様式第5号(第9条関係) 

省略 省略 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



 

 

直方市社会教育活動費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市社会教育活動費補助金交付要綱（平成28年直方市告示第261号）の一部を

次のように改正する。 

第2条第1項中「社会教育関係団体」の次に「（直方市アンビシャス活動助成金

交付要綱（平成14年直方市告示第87号）第2条に規定する助成対象団体、直方市自

治組織活動交付金交付規則（平成22年直方市規則第5号）第2条に規定する交付対

象団体、直方市文化財保護事業補助金交付要綱（平成28年告示第226号）第2条に

規定する指定文化財の管理団体及び保持団体並びに直方市伝統文化振興事業補助

金交付要綱（平成30年告示第16号）第3条に規定する補助対象団体を除く。）」を

加え、同項第1号中「文化に関する」の次に「活動を目的として設置されている」

を加え、同項第2号中「スポーツ振興に関する」の次に「活動を目的として設置さ

れている」を加え、同項第3号中「青少年教育に関する」の次に「活動を目的とし

て設置されている」を加え、同項第4号中「事業を行う」を「活動を目的として設

置されている」に改める。 

附則第2項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。 
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様式第1号から様式第3号までを次のように改める。 

 



 







 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



直方市社会教育活動費補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

(補助対象者) (補助対象者) 

第2条 補助金を交付する対象となるものは、社会教育法(昭和24

年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する市内の

社会教育関係団体(直方市アンビシャス活動助成金交付要綱(平

成14年直方市告示第87号)第2条に規定する助成対象団体、直方

市自治組織活動交付金交付規則(平成22年直方市規則第5号)第2

条に規定する交付対象団体、直方市文化財保護事業補助金交付

要綱(平成28年告示第226号)第2条に規定する指定文化財の管理

団体及び保持団体並びに直方市伝統文化振興事業補助金交付要

綱(平成30年告示第16号)第3条に規定する補助対象団体を除

く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

第2条 補助金を交付する対象となるものは、社会教育法(昭和24

年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する市内の

社会教育関係団体                                                                                                                             

のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 芸術、歴史、芸能及び文化に関する活動を目的として設置

されている団体又は連合体 

(1) 芸術、歴史、芸能及び文化に関する                              

団体又は連合体 

(2) スポーツ振興に関する活動を目的として設置されている

団体又は連合体 

(2) スポーツ振興に関する                              

団体又は連合体 

(3) 青少年教育に関する活動を目的として設置されている団

体又は連合体 

(3) 青少年教育に関する                              団

体又は連合体 

(4) その他社会教育に関する活動を目的として設置されてい

る団体又は連合体 

(4) その他社会教育に関する事業を行う                    

団体又は連合体 

2 省略 2 省略 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日 限り、その効力を失う。 2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。 

様式第1号(第6条関係) 様式第1号(第6条関係) 

省略 省略 

様式第2号(第7条関係) 様式第2号(第7条関係) 

省略 省略 

様式第3号(第8条関係) 様式第3号(第8条関係) 

省略 省略 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



 

 

直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱（平成28年直方市告示第282号）の一

部を次のように改正する。 

附則第2項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。 
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様式第1号を次のように改める。 

 

 



様式第3号を次のように改める。 

 

 



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和7年3月31日 限り、その効力を失う。 2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。 

様式第1号(第6条関係) 様式第1号(第6条関係) 

省略 省略 

様式第3号(第8条関係) 様式第3号(第8条関係) 

省略 省略 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 



 

 

令和3年度直方市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（支援給付金）実

施要綱 

 

（目的） 

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支給事業支給要領の改正

について」（令和4年2月7日付府政経運第23号内閣府政策統括官通知）に基づき、

令和3年度直方市子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付

（給付金））支給事務実施要綱（令和3年直方市告示第243号）に規定する令和3

年度の子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特別給付（給付金）

（以下「子育て特別給付金」という。）の支給基準日より後に離婚等をし、新

たに対象児童等を養育しているにもかかわらず子育て特別給付金を受け取れな

い者に対して支援をする目的で実施する令和3年度の子育て世帯への臨時特別

給付金支給事業（支援給付金）（以下「子育て支援給付金」という。）に関し、

必要な事項を定める。 

（定義） 

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、令和3年度直方市子育て世帯等

臨時特別支援事（子育て世帯への臨時特別給付（給付金））支給事務実施要綱

で使用する用語の例による。 

（子育て支援給付金の申請及び申請期限） 

第3条 子育て支援給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、申請書に本人確認書類等の写しを添付して申請を行う。 

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年3月15日とする。 

（支給額等） 

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子育て支援給付金の金額

は、別記第1に掲げる子育て支援給付金が支給される者（以下「支給対象者」と

いう。）が養育する別記第2に掲げる対象児童1人につき10万円とする。ただし、

子育て特別給付金の受給者から当該給付から金銭等を受け取っていた場合及び

子育て支援給付金の対象児童のために当該受給者が当該給付から金銭等を費消

していた場合においては、その額を控除する。 

（支給の方式） 
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第5条 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は次の各号に掲げる方

式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関

に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住している

ことその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。 

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出

し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式 

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市

が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式 

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、又は市

の窓口に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

（代理による申請） 

第6条 代理により第3条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定

した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める

者とする。 

（子育て支援給付金の支給等に関する周知） 

第7条 市長は、子育て支援給付金の支給に係る事業の実施に当たり、支給対象者

及び対象児童の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法

による住民への周知を行う。 

（不当利得の返還） 

第7条 市長は、子育て支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当し

なくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て支援給付金の支給を受け

た者に対し、支給を行った子育て支援給付金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第8条 子育て支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供しては

ならない。 

（その他） 

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別記（第2条関係） 

第1 支給対象者 



1 次のア又はイに掲げる者、かつ子育て特別給付金の受給者の配偶者であった

者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に、子育て支援給付金を支

給する。ただし、子育て特別給付金の受給者から当該給付に相当する額の金

銭等を受け取っていた場合及び第2の対象児童のために当該受給者が当該給

付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。 

ア 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児

童手当の受給者（令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9

月1日からの申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請

時点において児童手当の受給者である者）になった者 

イ 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2

月28日時点（令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時）におい

て高校生等を養育している者（所得額が児童手当法施行令（昭和46年政

令第281号）第1条に規定する額未満の者に限る。） 

2 1の規定にかかわらず、子育て支援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合に

ついて、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に

規定する者（以下「受給者等」という。）に対して子育て支援給付金が決定

されている場合には、この限りでない。 

①   令和3年9月30日の基準日（以下「基準日」

という。）後に受給者等が死亡した場合（こ

の2の規定により子育て支援給付金を支給

される者が、当該者に対して子育て支援給

付金の支給が決定されるまでの間に死亡し

た場合を含む。） 

左欄に掲げる者が死亡した日の

属する月の翌月分の当該者に係

る支給要件児童に係る児童（法

第4条第1項第1号に規定する支

給要件児童をいう。以下同じ。）

に係る児童手当の支給を受ける

者又は左欄に掲げる者の死亡し

た日以後に高校生を養育する者

をその他これに準ずるものとし

て適当と認められる者 

②   基準日後から子育て支援給付金の支給が

決定されるまでの間に、受給者等からの暴

力を理由に避難し、当該者と生計を別にし

ている当該者の配偶者（現に第2の対象児童

左欄に掲げる当該者の配偶者 



を監護し、かつ、これと生計を同じくする

者に限る。）がその避難先の市町村におい

て、当該対象児童に係る児童手当法（昭和

46年法律第73号）第7条第1項の規定による

認定の請求をし、当該避難先の市町村によ

る当該認定の請求に関する通知が受給者等

に対して子育て世帯へ支援給付金を支給す

る市町村に到達した場合又はこれに準ずる

手続を行った場合 

第2 対象児童 

支給対象者に支給される子育て支援給付金の対象児童（子育て支援給付金の

支給額の算定の基礎となる児童をいう。）は、次のア、イに掲げる者その他こ

れらに準ずる者とする。 

ア 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童（令和4

年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの

間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の

受給者である者に係る児童） 

イ 令和4年2月28日時点（令和4年2月28日までに申請があった場合は申請

時）において支給対象者に養育される高校生等 

 



 

 

押印を求める手続の見直しのための関係要綱の整理に関する告示 

(直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の一部改正) 

第1条 直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱(平成29年直方市告示第120号)の一部を次

のように改正する。 

  様式第4号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料13 



 

 

様式第4号（第11条関係） 
年  月  日   

 
           様 
 

     

 直方市長          
 

直方市一時預かり事業（幼稚園型）補助金交付額確定通知書 
 

年  月  日付けで交付決定通知をした直方市一時預かり事業（幼稚園型）

補助金について、交付額の確定をしたので、直方市一時預かり事業（幼稚園型）補助

金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額 
２ 交付確定額 
 



(直方市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)補助金交付要綱の一部改正) 

第2条 直方市一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)補助金交付要綱(令和2年直方市告示第25

号)の一部を次のように改正する。 

  様式第2号及び第4号を次のように改める。 



  

様式第 2 号（第 9 条関係） 
 

直方市一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）補助金交付（不交付）決定通知書 
 
年  月  日 

           様 
   
 

                 直方市長              
 

年  月  日付けで申請のありました直方市一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）

について、直方市一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）補助金交付要綱第9条の規定により、

下記のとおり交付（不交付）を決定したので通知します。 
 

事 業 名 直方市一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ） 

補助対象事業の期間 
     年  月  日から  

 年  月  日 

補 助 対 象 経 費 円 

補 助 金 の 額 円 

不交付の場合その理由  

摘 要  

 
 

 



様式第 4 号（第 11 条関係） 
年  月  日   

 
        様 
 

     

             直方市長           
 

直方市一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）補助金交付額確定通知書 
 

年  月  日付けで交付決定通知をした直方市一時預かり事業（幼稚園型

Ⅱ）補助金について、交付額の確定をしたので、直方市一時預かり事業（幼稚園型

Ⅱ）補助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額 
２ 交付確定額 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金交付要綱の一部改正) 

第3条 直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金交付要綱(令和2年直方市告示第2号)の一部を次のよ

うに改正する。 

  様式第2号、第4号及び第7号を次のように改める。 



様式第2号（第7条関係）                  第      号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長            

 

 

直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金 交付・不交付 決定通知書 

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
 

事業名 直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金 

決定内容 交付 ・ 不交付 

交付の場合の補助金額               円 

不交付の場合の理由  

 



様式第4号（第9条関係）                 第      号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長            

 

 

直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金変更交付決定通知書 

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
 

変更決定額          円（変更前     円） 

変更理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第7号（第11条関係）                   第    号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長           

 

 

直方市多子世帯の幼稚園保育料補助金交付確定通知書 

 

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
 

      確定した補助金額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(直方市延長保育事業補助金交付要綱の一部改正) 

第4条 直方市延長保育事業補助金交付要綱(平成29年直方市告示第123号)の一部を次

のように改正する。 

  様式第4号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第4号（第11条関係） 
年  月  日   

 
        様 
 

      
                直方市長         

 
直方市延長保育事業補助金交付額確定通知書 

 
年  月  日付けで交付決定通知をした直方市延長保育事業補助

金について、交付額の確定をしたので、直方市延長保育事業補助金交付要

綱第11条の規定により、下記のとおり通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額 
２ 交付確定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (直方市病児保育事業補助金交付要綱の一部改正) 

第5条 直方市病児保育事業補助金交付要綱(平成29年直方市告示第122号)の一部を次

のように改正する。 

  様式第4号を次のように改める。 



様式第4号（第10条関係） 
年  月  日   

 
        様 
 

      
直方市長       ㊞   

 
直方市病児保育事業補助金交付額確定通知書 

 
年  月  日付けで交付決定通知をした直方市病児保育事業補助

金について、交付額の確定をしたので、直方市病児保育事業補助金交付要

綱第10条の規定により、下記のとおり通知します。 
 

記 
 
１ 交付決定額 
２ 交付確定額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(直方市多子世帯給食費補助事業実施要綱の一部改正) 

第6条 直方市多子世帯給食費補助事業実施要綱(平成31年直方市告示第219号)の一部

を次のように改正する。 

  様式第2号及び様式第5号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第2号（第7条関係）                 第      号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長            

 

 

直方市多子世帯給食費補助事業交付（不交付）決定通知書 

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
 

事業名 直方市多子世帯給食費補助事業 

決定内容 交付 ・ 不交付 

交付の場合の補助金額               円 

不交付の場合の理由  

 

 

 

 

 



様式第5号（第10条関係）                  第     号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長            

 

 

直方市多子世帯給食費補助事業交付額確定通知書 

 

下記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
       

事業名 直方市多子世帯給食費補助事業 

 

      確定した補助金額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(直方市幼稚園給食費補助事業実施要綱の一部改正) 

第7条 直方市幼稚園給食費補助事業実施要綱(平成31年直方市告示第221号)の一部を

次のように改正する。 

  様式第2号及び様式第5号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第2号（第7条関係）                 第      号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長            

 

 

直方市幼稚園給食費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

標記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
 

事業名 直方市幼稚園給食費補助事業 

決定内容 交付 ・ 不交付 

交付の場合の補助金額               円 

不交付の場合の理由  

 

 

 

 

 



様式第5号（第10条関係）                  第     号 

年  月  日 

 

 

 

様 

 

直方市長           

 

 

直方市幼稚園給食費補助金交付額確定通知書 

 

下記補助金について、下記のとおり決定しましたので、通知いたします。 

 

 

記 
       

事業名 直方市幼稚園給食費補助事業 

 

      確定した補助金額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱の一部改正) 

第8条 直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱(令和2年直方市告示第7号)の

一部を次のように改正する。 

  様式第3号、様式第5号、第10号及び第11号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第3号（第7条関係） 

第      号 
年   月  日 

 
                様 
 
 
 

         直方市長              
 
 

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付（不交付）決定通知書 
 

年  月  日付けで交付申請のあった直方市保育士奨学金返済支援事

業補助金について、直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱第7条
の規定に基づき、下記のとおり決定したので、通知します。 
 

記 

 

 
決 定 内 容 

（不交付の場合は理由） 

交付  ・  不交付 
（理由） 

補助対象年度 
及び対象月 

年度 
月から  月まで（   月） 

交付決定額  

 
（注意事項） 

1 補助金の交付には、当該年度に係る奨学金の返済が完了後、補助金の実績報告及び

請求が必要となります。 

2 実績報告書の審査結果に基づき、補助金額が決定され、確定通知書の送付をもって

補助金額が確定となります。 



様式第5号（第9条関係） 

第      号 
年   月  日 

 
                様 
 
 
 

                直方市長              

 
 

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金変更交付決定通知書 
 

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱第9条の規定に基づき、

下記のとおり補助金の変更交付を決定したので、通知します。 
 
 

記 

 
 

補助金変更交付決定

額 
金         円 
（  年  月～  年  月分） 

（変更前交付決定

額） 
金         円 
（  年  月～  年  月分） 

 
 

 

 

 

 

 

 



様式第10号（第15条関係） 

第      号 
年   月  日 

 
                様 
 

                   直方市長 
              

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金取消通知書 
 

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱第15条の規定に基づ

き、下記のとおり補助金の交付決定を取り消しましたので、通知します。 
 
 

記 

 

取消となる 
補助年度 

年度 

補助金の 

交付決定・ 

確定等 

    年    月   日     第    号  決定 

    年    月   日     第    号  確定 

交付決定額 円 

交付確定額 円 

既交付額 円 

取消理由  

取消年月日 年   月   日 

 



様式第11号（第16条関係） 

第      号 
年   月  日 

 
                様 
 

                   直方市長             

 
 

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金返還命令書 
 

直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱第16条の規定に基づ

き、下記のとおり補助金の返還を命じる。 
 
 

記 

 

補助年度 年度 

補助金の 
交付確定 

    年    月   日     第    号  

交付確定額          円 

既交付額          円 

返還理由  

補助金の返還 

返還金額        円 

返還期限 年   月    日 

返還方法 納入通知書による。 

備考  

 



 この告示は、令和4年4月1日から施行する。 

 



 

 

直方市保育環境改善対策事業（新型コロナウイルス感染症対策支援）補助金

交付要綱の一部を改正する告示 

 

直方市保育環境改善対策事業（新型コロナウイルス感染症対策支援）補助金交

付要綱（令和3年直方市告示第147号）の一部を次のように改正する。 

附則第2項中「令和4年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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直方市保育環境改善対策事業(新型コロナウイルス感染症対策支援)補助金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

2 この告示は、令和5年3月31日に限り、その効力を失う。 2 この告示は、令和4年3月31日に限り、その効力を失う。 

 



直方市教育委員会
日 曜 直方市 学校行事 振替

1 金
◎臨時校長会議(13:30～　503,504会議室)
一般職辞令交付及び服務宣誓式（13:45～　503,504会議
室）

職員会議(全校)

辞令交付式(新規採用)
若年教員研修１年目(初任者研修)(一般研修)
若年教員研修(養護教諭)１年目(一般研修)
若年教員研修(栄養教諭)１年目(一般研修)

2 土

3 日

4 月 ◎定例校長会議(15:00～　503,504会議室) 職員会議(全校)

5 火
職員会議(南、西、新、上、植、東)
職員会議(全中学校)

若年教員研修１年目(初任者研修)校長連絡協議会①
若年教員研修(養護教諭)１年目校長連絡協議会①

6 水

7 木 始業式  

8 金 給食開始（中２～３年）  

9 土

10 日

11 月 給食開始（小２～６年）

12 火

入学式(中学校)
給食開始（小２～６年）
生徒指導主事等研修会(15:30～ 503・504会議室)
◎定例教育委員会

福岡県指導主事等研修会①－１(オンライン)

13 水
入学式(小学校)
給食開始（中１）

若年教員研修１年目(初任者研修)指導教員等連絡協議会①

14 木 ふれあい教室(三中)

15 金
◎１年次研究員辞令交付式（15：30～　501会議室）
小中一貫教育推進委員会（16：00～　503・504会議室）

ふれあい教室(三中)
中堅教諭等資質向上研修校長連絡協議会
中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)校長連絡協議会
中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)校長連絡協議会

16 土 ふれあい教室(三中)

17 日

18 月 ◎初任者研修開講式(16:00～中央公民館・予定）
三中
(１年)

19 火
全国学力・学習状況調査
給食開始（小１年） ふれあい教室(二中)

20 水 ふれあい教室(二中) 耳鼻科検診(中)

スクールカウンセラー配置校連絡協議会
若年教員研修(栄養教諭)１年目連絡協議会①
中堅教諭等資質向上研修(小)①【県センター】
中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)①【県センター】
中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)①【県センター】

21 木
ふれあい教室(一中) 授業参観(東)
耳鼻科検診(下)　眼科検診(福)

新任教務主任研修【県センター】

22 金
中学校チャレンジウィーク運営委員会・学校部会
（15：30～　501会議室）

ふれあい教室(一中) 歓迎集会(福 東)
授業参観(南 北 西 新 感 上)
耳鼻科検診(下) 眼科検診(植小)

人権教育研究推進事業運営協議会①

23 土

24 日 ふれあい教室(植中)

25 月 適応指導教室担当者会(16:00～ 501会議室)
ふれあい教室(植中) 内科検診(三)
家庭訪問(南 北 西 新 感 上)

校長研修会①

26 火 ◎第１回不祥事防止対策検討委員会（16：30～ 教育長室）
家庭訪問(南 北 西 新 感 上)
授業参観(福)　眼科検診(下)

福岡県指導主事等研修会①－２(オンライン)
植中
(１年)

27 水
家庭訪問(南 北 西 新 感 上 福 東)
歯科検診(下 中 植小)

教頭研修会①
中堅教諭等資質向上研修(中)①【県センター】

28 木
歓迎遠足(南) 授業参観(一 植中)
家庭訪問(北 西 新 感 上 福 東)
眼科検診(中)

新任校(園)長研修①【県センター】
若年教員研修(養護教諭)１年目連絡協議会①
通級による指導新任担当教員研修会(第２回)【社教センター】
スクールソーシャルワーカー運営協議会

29 金 昭和の日

30 土

北九州教育事務所・教育センター等

備
　
　
考

令和４年度　４月行事予定


